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巻 頭 １ ① 写 真
キャプション

（写真も差替）

2014年のソチ冬季オリンピックで，男子フィ
ギュアスケート初の金メダルを獲得しました。

2014年のソチ，18年のピョンチャンで冬季オリ
ンピックを連覇し，国民栄誉賞も受賞しました。

p.182
本文1～3行目

人口は2011年には70億人をこえており，その約
5人に１人が，１日1.25ドル以下で生活する

人口は2013年には70億人をこえており，その約
9人に１人が，１日1.90ドル以下で生活する

p.188
本文15行目～
p.189
本文11行目

　京都議定書は13年に効力切れとなったことか
ら，すべての主要排出国が参加する公平かつ実
際に効果のある新しい枠組みをつくろうと，話
し合いが続いています。11年のCOP17では，20年
から新しい枠組みを実行することで加盟国の合
意が得られました。また，京都議定書も延長さ
れましたが，日本，ロシア，カナダは離脱しました。
　先進国は，新しい枠組みづくりにおいて，中
国やインドなどの高い経済成長を続ける発展途
上国にも，温室効果ガスの排出を抑制すべきだ
と主張しています。一方，発展途上国は，自分
たちには経済を発展させて豊かな生活を実現す
る権利があり，今まで多量の温室効果ガスを排
出し，豊かな生活をしてきた先進国こそが，地
球温暖化の責任を負うべきだと主張しています。
しかし，発展途上国のなかでも，温暖化による
海面上昇の影響を受ける島国などは，中国やイ
ンドのような国にも削減目標を課すべきだと主
張しています。

　京都議定書は13年に効力切れとなったことか
ら，すべての主要排出国が参加する公平かつ実
際に効果のある新しい枠組みをつくろうと，話
し合いが続いてきました。　
　先進国は，新しい枠組みづくりにおいて，中
国やインドなどの高い経済成長を続ける発展途
上国にも，温室効果ガスの排出を抑制すべきだ
と主張してきました。一方，発展途上国は，自
分たちには経済を発展させて豊かな生活を実現
する権利があり，今まで多量の温室効果ガスを
排出し，豊かな生活をしてきた先進国こそが，
地球温暖化の責任を負うべきだと主張してきま
した。　
　そして15年のCOP21では，先進国，発展途上
国を問わずすべての国が参加する新たな枠組み
であるパリ協定が採択されました。パリ協定に
おいて各国は，自主的な削減目標を5年ごとに
提出・更新していくことが義務づけられました。

p.189
側注欄

2　日本は，二酸化炭素の主要排出国が削減義
務を負っていないことなどから不参加を決定し
ました。現在は独自の目標を立てて，削減を進
めています。

（削除）

p.215　民法
改正公布年次

第4条

p.216　第731条

第737条

第753条

1947（昭和22）年12月22日改正公布　

第4条［成年］年齢20歳をもって，成年とする。

第731条［婚姻適齢］男は，18歳に，女は，16
歳にならなければ，婚姻をすることができない。

第737条［未成年者の婚姻についての父母の同
意］①未成年の子が婚姻をするには，父母の同
意を得なければならない。
②父母の一方が同意しないときは，他の一方の
同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき，
死亡したとき，又はその意思を表示することが
できないときも，同様とする。

第753条［婚姻による成年擬制］　未成年者が
婚姻をしたときは，これによって成年に達した
ものとみなす。

2018（平成30）年6月20日改正公布　※2022年4
月1日施行予定

第4条［成年］
※

 年齢18歳をもって，成年とする。 

第731条［婚姻適齢］
※

 婚姻は，18歳に　ならな
ければ，　することができない。

（削除）

（削除）

p.221
本文右段６行目

副市長村長， 副市町村長，

巻頭３
16歳 女性が結婚できます。 女性が結婚できます。

＊2022年4月以降は18歳。保護者の同意も不要。

18歳 男性が結婚できます。
クレジットカードをもてます。

男性が結婚できます。
クレジットカードをもてます。
＊＊2022年4月以降は保護者の同意は不要。

20歳 保護者の同意なしでも結婚できます。
保護者の同意なしで，買い物やクレジットカー
ドなどの契約ができます。
10年有効のパスポートを申請できます。

保護者の同意なしでも結婚できます。
保護者の同意なしで，買い物やクレジットカー
ドなどの契約ができます。
10年有効のパスポートを申請できます。
＊＊＊2022年4月以降は18歳。

図版などの統計更新　以下の図版について統計更新しております。
p.19「⑤中学生の家事・手伝いの状況」 p.46「②日本に住む外国人数の推移」
p.71「⑤衆議院の議場と議席数」 p.71「⑦衆議院と参議院の比較」　　　　p.71「⑧参議院の議場と議席数」
p.93「④地方公共団体の歳出と歳入の全国平均」 p.151「⑤1990年度と2016年度の日本の歳出・歳入」
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